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第３ 専用水道該当の有無判断用フロー

平成 25年 1月 25日第 2版(秋田県生活衛生課)
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他
水道事業の用に供する水道以外の水道か。

いいえ
はい

使用する水の用途
居住に必要な水を 居住以外（人の飲用､炊事用､浴用そ
供給するものか。 の他人の生活の用に供するものに限
居住者の人数 る｡)に必要な水を供給するものか。
( 人･ 世帯) 居住者の人数( 人)

居住者数 100人超 居住者数 100人以下 居住以外の
生活用利用

一日最大給水量
人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に
供する水の一日最大給水量は。

（ ）ｍ３／日

給水量 給水量
20ｍ３／日超 20ｍ３／日以下

利 用 水 源
水道水以外の水も利用か 水道水のみか
(水道水との混合を含む) (他の水道から供給を受け

る水のみを水源)
水道水以外の水も利用

水道水のみ利用

受水槽の有無

受水槽「無」
専 受水槽「有」 専

用 受水槽の構造・設置場所 用
地中又は地表に設置され 左記以外

水 ているか。（浸水等による （地表からの浸水等に 水
汚染のおそれのあるもの。よる汚染のおそれのな

道 国土交通省告示昭和50 年 い程度に柱等によつて 道
12月20日第1597号・給排 高く設けられたもの。）

に 水設備技術基準・同解説 に
など参照。）

該 該

当 受水槽の有効容量 当
受水槽の有効容量の合計量は

（ ）ｍ３ し

100ｍ３ を超える ま
100ｍ３ 以下

せ
導 管 の 全 長

地中又は地表に施設されている口径25 ｍｍ以上の ん
導管の全長が1,500ｍを超えるか。（汚染のおそれの
ない高さの導管は全長に算入しない。） (※注)

超える 超えない

※注）水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち 、
受水槽の有効容量が 10ｍ３を超える施設は簡易専用水道に該当します。


